English
意匠法等の改正について
中小企業診断士　　   上　原　範　尚

意匠法、特許法、実用新案法、商標法および不正競争防止法が平成18年6月に改正され、平成19年4月1日から施行されました。

　この改正は、知的財産権の保護の強化などを図るためのもので、内容は以下のとおりです。
　なお、「知的財産権」は、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、営業秘密、育成者権などの総称で、このうち特許権、実用新案権、商標権、意匠権は「産業財産権」と呼ばれています。概要は別紙のとおりです。

1．デザインの保護の強化（意匠法の改正）
意匠はデザインのことですが、意匠法では「物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」とされています。
意匠権として登録されるためには、①工業上の利用可能性、②新規性、③創作性が必要です。意匠権者は、業として登録意匠および類似意匠を実施する権利を専有します。
一般に、登録された産業財産権の効力が及ぶのは日本国内のみですが、パリ条約に基づいて、外国に産業財産権の出願を行うことができます。

今回の改正では、意匠権保護の強化のため、意匠権の存続期間が15年から20年に延長され、また、ビデオなど情報家電の操作画面が保護の対象とされたほか、デザインのバリエーションの出願期限延長、秘密意匠（３年を限度に登録意匠を公開しない制度）の請求可能時期の追加、新規性にかかわる証明書類の提出期限の延長など、出願手続の改正が行われました。意匠権の存続期間延長などは、改正法施行後の出願から適用されます。
2．発明の保護の強化（特許法の改正）

　特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、産業の発達に寄与することを目的としています。特許法で、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます。
　発明には「物」の発明と「方法」の発明があり、発明に特許権が与えられるためには、①産業上の利用可能性、②新規性、③進歩性が求められます。特許権者は、出願の日から20年間、業として特許発明を実施する権利を専有します。

　但し、他人の出願前に、その発明を実施したり実施の準備をしたりしていた場合は、その発明を継続して実施できます。これは、意匠法、商標法などでも同様です。ただし、商標法の場合、実施の準備についての規定はありません。

　なお、特許権の効力が及ぶのは日本国内のみですが、外国における権利を取得する場合は、各国に出願手続きをするほか特許協力条約（PCT）に基づき出願手続きをすることができます。また、ヨーロッパ諸国に出願する場合はヨーロッパ特許条約（EPC）を利用することができます。
　今回の改正では、出願に複数の発明が含まれる場合に、発明を切り離して新たな出願とできる期間の追加など、出願手続の改正が行なわれました。

　

　ちなみに、実用新案法は、考案を「自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るもの」として保護の対象としています。実用新案法は、小発明の保護を簡易に得るための制度で、無審査で登録されます。特許法とは異なり、方法や医薬などの物質についての考案は対象とならず、また、特許のように「技術的思想の創作のうち高度のもの」であることは要しません。実用新案権の存続期間は10年です。

3．ブランドの保護の強化（商標法の改正）
　　商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために使用するマークをいいます。
　　具体的には、文字、図形、記号、立体的形状およびこれらの結合又はこれらと色彩との結合したものが対象となります。商標権の存続期間は10年ですが、何回でも更新することができます。
　　外国で商標権を取得しようとする場合は、各国への直接出願のほか、マドリッド協定議定書に基づき手続きすることができます。また、ヨーロッパ諸国に対する出願については共同体商標制度（CTM）を利用することができます。
　　従来、小売業者・卸売業者は、「業として商品を譲渡する者」とされ、小売業者等が使用する商標は「商品」にかかる商標に限られていましたが、改正により小売業者等によるサービスも役務商標（サービスマーク）として登録できるようになりました。
　これにより、小売業者等は、販売する商品についての商品商標のほか、店舗名、ショッピングカート、従業員の制服等に使用される商標を役務商標として登録できるようになりました。
　ただし、改正法施行前から、不正競争の目的でなく小売サービスに使用している商標は、他人が商標権を取得した場合でも、施行の際にその業務を行っている範囲内において、施行後も継続して使用することができます。
　なお、今回の改正で、団体商標の主体が、従来の社団法人、協同組合などから、商工会議所やNPO法人などにまで拡大されましたが、平成18年4月から導入された地域団体商標の主体は、協同組合などであり従来と変わっていません。
　ちなみに、周知商品等の表示、著名商品等の表示については、商標登録されていなくても、不正競争防止法による保護を受けることができます。

４．模倣品対策の強化（意匠法、特許法、実用新案法、商標法、不正競争防止法の改正）
　模倣品の国際的流通を防止するため、権利の侵害行為に、模倣品の輸出および譲渡等を目的として模倣品を所持する行為が加えられました。
　また、特許権、意匠権および商標権の侵害、営業秘密の侵害などについての刑事罰が強化されました。
　なお、不正競争防止法において、「営業秘密」とは、企業で秘密として管理している技術・ノウハウ・情報などのことをいいますが、法による保護を受けるためには、①秘密として管理されていること（秘密管理性）のほか、②有用な情報であること（有用性）、③公然と知られていないこと（非公知性）が必要となります。

５．まとめ
　優れたデザインや発明・考案、信用あるブランド、優良品種などの知的財産は、新製品開発や差別化のための有力な手段となりますが、常に盗用、模倣などの危険にさらされています。
　従って、知的財産の重要性を認識し、秘密情報や遺伝資源の厳重な管理、法制度の活用などにより知的財産の保護を図るとともに、誤って他人の権利を侵害することのないよう注意する必要があります。
　なお、産業財産権の出願手続は、法令に従って正確に行う必要があります。経済産業局特許室、(社)発明協会支部などで相談を受け付けており、自ら手続きすることもできますが、通常は、産業財産権の専門家である弁理士に出願手続を依頼します。
＜参考＞　特許庁ホームページ
　　・法令改正のお知らせ


http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/ishou_houkaisei.htm
　　・平成20年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト

http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h20_syosinsya.htm
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日本語
The amendment of Design Act
Registered Smaller Enterprise Consultant    Norihisa Uehara


Design Act, Patent Act, Utility Model Act, Trademark Act, and Unfair Competition Prevention Act were amended in June, 2006, and came into force as from on April 1, 2007. 

As for this amendment, content is as follows on purpose to reinforce protection of intellectual property rights. 

"The intellectual property rights" is a generic name of patent right, utility model right, trademark right, design right, copyright, trade secret, and holder of a breeder’s right, and patent right, utility model right, trademark right, and design right are called "the industrial property rights".
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特　許　権 （ 特 許 法 ）





発明を保護、出願から20年





実用新案権 （実用新案法）





商  標  権 （ 商 標 法 ）





意  匠  権 （ 意 匠 法 ）





考案を保護、出願から10年





商標・サービスマークを保護、登録から10年（更新可能）





デザインを保護、登録から20年





著 　作 　権 （著作権法）





文芸、学術、美術、音楽、プログラム等を保護、創作から死後50年（法人は公表後50年、映画は公表後70年）





回路配置利用権 （半導体集積回路の回路配置に関する法律）





半導体集積回路の回路配置を保護、登録から10年





商     号 （会社法、商法）





商号を保護





営業秘密等（不正競争防止法）





ノウハウなどを保護





育　成　者　権　（種苗法）





植物の新品種を保護、登録から25年（樹木30年）





知的財産権制度の概要











